
 

 
 

   

 

労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２０２４年４月 （第２８５号） 

 

編集・発行 東大阪市荒本北１丁目１番１号 東大阪市役所 都市魅力産業スポーツ部 
             労働雇用政策室  TEL 06-4309-3178 FAX 06-4309-3846 

            ～中小企業の事業主のみなさまへ～ 

令和６年４月から『労働条件明示のルール』が変わります 

新しく追加される明示事項 

 

【雇止め告示※2の改正】

再確認をお願いします 

１ 



 

「改正労働施策総合推進法」において、中小企業に対する『職場のパワーハラスメント防止

措置』は、令和４年４月１日から義務化されています。 

 

 

 

 

 

◆「職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置」とは? 
事業主が必ず講じなければならない具体的な措置の内容は以下のとおりです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

◆職場におけるパワーハラスメント防止措置に関する詳しい情報・お問い合わせ 
社内の体制整備に活用できる情報・資料

 
 
 

 
 
 
 
 

『パワーハラスメント防止措置』は中小企業も義務化対象です。 

・あわせて、妊娠・出産、育児・介護休業等に関するハラスメント、セクシュアルハラスメントに 
おいても事業主が防止対策を講じることが義務となっています。 

・お互いを尊重し、ハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。 

(※) 

事業主の方針等の明確化および周知・啓発 ① 

相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 ② 

職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応 ③ 

 

併せて講ずべき措置（プライバシーの保護、不利益取り扱いの禁止など） ④ 

 

職場で行われる、①～③の要素全てを満たす行為をいいます。 

① 優越的な関係を背景とした言動   ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの 

③ 労働者の就業環境が害されるもの 

※客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導は該当しません。 

職場における「パワーハラスメント」の定義 

◆お問合せ◆  大阪労働局 雇用環境・均等部指導課  ０６－６９４１－８９４０ 

 

●事業主・労働者向けパンフレットや社内研修用資料厚

生労働省のHPからダウンロードできます。👉👉👉 

●ポータルサイト「あかるい職場応援団」  

職場におけるハラスメントに関する情報を発信。👉👉👉 

２ 



◆ 

～令和４年４月１日から３段階で施行されています～ 

１．雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化  ※複数の措置を講じることが望ましいです。 

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備※事業主は以下のいずれかの措置を講じなければなりません。 

『育児休業・産後パパ育休に関する』  

① 研修の実施   ②相談体制の整備（相談窓口設置） 

③ 『自社の労働者の育児休業・産後パパ育休取得事例の収集・提供』 

④ 『自社の労働者へ育児休業・産後パパ育休制度と育児休業取得促進に関する方針の周知』 

●妊娠・出産（本人または配偶者）の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置 

本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た労働者に対して、事業主は育児休業制度等に関する以下事項の周知と休業の

取得意向の確認を、個別に行わなければなりません。※取得を控えさせるような形での個別周知と意向確認は認められません。 

◆周知事項:①育児休業・産後パパ育休に関する制度 ②育児休業・産後パパ育休の申し出先  

③育児休業給付に関すること ④労働者が育児休業・産後パパ育休期間について負担すべき社会保険料の取り扱い 

◆個別周知・意向確認の方法:①面談 ②書面交付 ③FAX ④電子メール等 のいずれか 

※①はオンライン面談も可能。③④は労働者が希望した場合のみ。 

２．有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和   

 

 

 

 

 

３．産後パパ育休(出生時育児休業)の創設（R4.10.1 ～）育休とは別に取得可能等   

４．育児休業の分割取得（R4.10.1 ～）分割し２回取得可能、育休開始日を柔軟化、再取得可能等   

５ 育児休業取得状況の公表の義務化 令和 5 年 4 月 1 日施行 育休とは別に取得可能等   

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年１回公表することが義務付けられます。 

※それぞれの項目について就業規則等を再確認・見直しましょう 

詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください☆彡    

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite 

/bunya/0000130583.html 

 
 

厚生労働省 HP 

育児・介護休業法 

2 次元バーコード  

 

令和４年４月１日施行 

 

改正前 

◆お問合せ◆ 大阪労働局雇用環境・均等部指導課 ０６－６９４１－８９４０ 

 

『育児・介護休業法』 改正ポイントのご案内 （１～４は全事業所対象） ２ 


